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望ましい高速バスサービスの姿について（案）

【安全の確保】【安全の確保】

サービスの提供形式を問わず
安全の確保は大前提

【適切な乗降場所の確保】
【利用者ニーズに即応した

移動機会の創出】
合法的でわかりやすい
確実な乗降場所の確保

移動機会の創出】

新規需要に応じ系統開設や増便を
機動的に実施

【利用者の保護】
【多様な選択肢の提供】

わかりやすい仕組み
わかりやすい情報提供

【多様な選択肢の提供】

車両、座席、運賃などによる
差別化
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高速ツアーバスの事業モデル

旅行業者 利用者
企画旅行契約

旅行業者 利用者

貸切運送契約 貸切運送契約 貸切運送契約 貸切運送契約

貸 事業者貸切事業者Ａ 貸切事業者Ｂ 貸切事業者Ｃ 貸切事業者Ｄ

運行管理者
整備管理者

運行管理者
整備管理者

運行管理者
整備管理者

運行管理者
整備管理者

運転者・車両 運転者・車両 運転者・車両 運転者・車両
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高速乗合バスの事業モデル
乗合運送契約

バス事業者
利用者

乗合事業部門 貸切事業部門

バス事業者

運行管理者
整備管理者

運行管理者
整備管理者

貸切車両
（所有又はリースにより使用権
限があること）

乗合車両
（所有又はリースにより使用
権限があること）

同一事業者内でも乗合
事業部門・貸切事業部
門を厳格に区分。

一時的な需要の増加等

乗合運転者
（２ヶ月を超える雇用契約が

あること）

貸切運転者
（２ヶ月を超える雇用契約が

あること）

の場合に限り流用可能。
※起終点以外の乗降客が
きわめて少ない場合に、
貸切車両による乗合運
行可
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道路運送法における管理の受委託の概要
○道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

第三十五条 一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
２ 国土交通大臣は 前項の許可をしようとするときは 受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して これをしなければならない

運輸支局長 委託の範囲

原則、系統の長さ又は使用車両数の１／２（高速バス系統については運行開
始後６ヵ月経過していること）

受託者の要件
運行管 者 整備管 者

２ 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。

受託者の要件

４条事業者（高速バスは共同運行会社または高速バス運行開始後６ヵ月経過
した者）

管理の受委託の申請

運行管理者・整備管理者の
選任届

受託者委託者
委 託 契 約

帰属 帰属 帰属

受託者
（乗合バス事業者）

選 任
指揮・命令

許可 事業計画
営業（運送）

委託者
（乗合バス事業者）

帰属

選 任
指揮・命令

営業（運送）
収入

営業所

車庫
運行計画

第三者に対する
経営上の責任 運行管理者

行政処分の
違反点数

＊委託業務

整備管理

車庫

車両 整備管理者 運転手

＊委託業務
１．運行管理業務（運行管理者の選任を含む） ２．整備管理業務（整備管理者の選任を含む） ３．運転業務（運転手の選任を含む）

・委託先を乗合バス事業者（高速バスは共同運行会社・高速バス運行事業者）に限定委託先を乗合バス事業者（高速バスは共同運行会社 高速バス運行事業者）に限定
・車両の外部調達は認めず（自己車両の運行・整備を委託）
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高速ツアーバス事業者の類型

基本型 兼業型 関連会社運行型基本型 兼業型 関連会社運行型

企画旅行会社 旅行者

企画旅行会社

企画旅行会社 旅行者

貸切バス 貸切バス 貸切バス

貸切バス事業者
旅行者

貸切バス事業者

資本関係

貸切バス
事業者

貸切バス
事業者

貸切バス
事業者

貸切バス事業者

２２社２２社

※自社内に貸切部門を有するがツアーバス
の運行を確認できない３社及び関連会社
貸切部門を有するがツアーバスの運行を

２３社 １３社

確認できない１社を含む。

注）平成２２年１２月の自動車交通局調査による
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高速ツアーバス事業者の状況

ツアーバス企画旅行業者が利用している
貸切バス事業者の数

保有車両数別ツアーバス運行
貸切バス事業者数

保有車両数 運行会社数利用する貸切バス
事業者の数の区分

該当するツアーバス
企画旅行業者数

１０社以上 ３社

保有車両数 運行会社数

１０１両以上 ６社
社以 社

５～９社 ７社

５１～１００両 ４社

３１～５０両 ２３社

３～４社 ６社 ２１～３０両 ２７社

１１～２０両 ５１社１～２社 ３４社

未定 ４社

１１～２０両 ５１社

６～１０両 ２８社
未定 ４社

合計 ５４社

５両 ３社

合計 １４２社

※ 複数社で共同企画している３ツアーについては、１社として計上した。

※ 平成２２年１２月の自動車交通局調査による。
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望ましい高速バスサービスの実現に向けた課題（案）

実現すべき価値
実現に向けた課題

高速乗合バス 高速ツアーバス

安全の確保 ―
・法令遵守意識が低い貸切バス事業者に運行を委
託することを確実に防止する仕組みがない。

利用者ニーズに即応した
移動機会の創出
（「乗れる」）

・アウトソーシング（外部調達）が規制されており、
供給量の柔軟な調整が困難
・許認可等の手続きに時間を要する

・事前予約・事前決済のため、一般的に当日の急な
利用が難しい
・乗合バス事業ではないため、高速道路の本線バス
停が利用できない

多様な選択肢の提供
（「選べる」）

・アウトソーシング（外部調達）が規制されており、
使用車両の柔軟な変更が困難
・運賃の設定・変更手続きに時間を要する
（一部は上限認可が必要）

・事前予約・事前決済のため、一般的に当日の急な
利用が難しい
・乗合バス事業ではないため、高速道路の本線バス
停が利用できない

（ 部は上限認可が必要）
・運賃設定上の制約が抽象的でわかりにくい

停が利用できない

利用者の保護 ・利用者は高速乗合バスと高速ツアーバスの法的な違いや利用者保護の内容について必ずしも認識して
いない

利用者の保護
いない。

適切な乗降場所の確保

・乗合バス事業ではないため、公道上に停留所を
設置できず、予定場所で乗降できない場合がある

適切な乗降場所の確保 ―
設置できず、予定場所で乗降できない場合がある
・安全の確保や周辺交通への影響等の面で問題を
生じさせている場合がある
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論点整理に当たっての視点（第３回資料）論点整理に当たっての視点（第３回資料）

高速路線バスと高速ツア バスのそれぞれの優れた点• 高速路線バスと高速ツアーバスのそれぞれの優れた点
を活かしつつ、社会的により望ましい新たな規制のあり方
を検討。を検討。
– 「安全性」、「利用者保護」、「利便性」、「道路交通の円滑性」、
「競争の公平性」等を確保しつつ、高速バス市場の健全化・活性
化を目指す化を目指す。

• 過剰な規制とならないように留意しつつ、最低限確保する
べき水準の安全性・利用者保護は規制により適切に担保べき水準の安全性 利用者保護は規制により適切に担保。
– 意識が高い供給者も存在するが、他方で、意識が低い供給者も
存在。

– 個々の供給者の意識が高い場合でも、自由放任によった場合、
結果として、社会的な便益が確保されない場合もある。（自主規
制のみでは徹底が困難）制のみでは徹底が困難）
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規制の見直しの方向性（叩き台）
例えば、以下のような方向性で具体化の検討を進めてはどうか？
検討に際して留意するべき点は何か？

• 「高速乗合バス」事業に対する規制の合理化を検討。
– 高速乗合バスのアウトソーシング（外部調達）を含む規制の緩和を検討する
うえで、どのような安全性の確保や利用者保護のための措置（委託者・受託
者の要件や責任等）が必要か検討する。

– インターネット等を活用したマーケティング手法に対応した営業の「柔軟化」、
手続の「簡素化」・「迅速化」等を可能とする運賃・料金規制、運行計画規制
等の緩和を検討する。

• 上記の見直しを行う一方、安全の確保、乗降場所等の課題
がある高速ツアーバスについて、必要な規制の手当てを検
討するべきではないか。
– 例えば、乗合運送事業者となることによるメリットも存することも含め、旅行
業法と道路運送法の適用関係の整理について検討する。業法と道路運送法の適用関係の整理について検討する。

– 乗降場所の円滑な確保のための方策を検討する。
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